
平成 25 年 3 月 6 日 
 

長野市バスケットボール協会における指導者対応方針 
 
 

長野市バスケットボール協会 
                           会長 西澤 健雄 
 
 
 長野市バスケットボール協会は、長野市におけるバスケットボール競技の総

括団体としてバスケットボール競技の健全な普及及び振興を図り、これによっ

て市民の精神と体力の向上を目指すことを目的としています。 
 これに基づき、バスケットボール競技の指導において責任ある行動と自覚を

確保するため、下記のとおり方針を定め、体罰等の暴力、パワーハラスメント、

セクシュアルハラスメント、いじめ、これらに準ずる不適切な指導の根絶を図

ります。 
 

記 
 
１  本協会が、長野市における指導者を対象とした講習会を主催し、責任あ

る行動と自覚を有する指導者の育成を図ります。 
 
２  バスケットボールに限らず、長野市内外の指導者を対象とした各種講習

会の情報を収集し、より多くの指導者に受講する機会を与えます。 
 
３  長野市内のバスケットボールの指導等における意見や苦情等について申

し出せる環境を整えます。 
 
４  申し出された意見や苦情等について、第三者を含め事実確認し、隠蔽す

ることなく、真摯な対応を図る体制を整えます。 
 
５  申し出された案件について、隠蔽することなく、個人情報及びプライバ

シーを保護した上で、情報を公開します。 
 


